





　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　






※補助金交付決定後に事業着手すること。

・申請については、耐震改修の証明等を添付していただくこととなりますのでご注
意ください。（但し、耐震改修を補助金にて行う場合は証明書の添付の必要
はありません。）　

詳しくは下記の窓口までお問い合わせください。
注）鳥取市震災に強いまちづくり促進事業で耐震改修の補助金を受けている木材部分には併用できません。




　�


　　　県東部産材の使用量に応じて　最高20万円　を補助します。





制　度　の　概　要


１．補 助 の 内 容


　　戸建て住宅について、耐震改修を伴う増改築に一定量以上の県東部産材を活用する場合、1件につき最大20万円を補助します。





２．補 助 対 象 等


　　（１）事業主体


　　　　　戸建て住宅の所有者


　　（２）補助対象


　　　　　耐震改修を伴う増改築、リフォーム及び修繕に使用した県東部産材（材料費のみ）





３．補 助 金 額


　　・県東部産材　　　2万円／ｍ3（上限20万円）





４．条 件 等


　　・使用量　


　　　　県東部産材を１ｍ3以上使用すること。


　　・施工業者


　　　　鳥取市内に本店を置く施工業者によって施工されていること。





５．申 請 方 法


　　・「地域産材利用拡大促進事業計画書」に必要書類を添付して下記の窓口までご持参ください。





申　請　の　流　れ





補助金交付決定（鳥取市より）





補助申請（建物所有者申請）





工事完了後に事業完了報告申請�　　　　　（実績報告書）





耐震改修（リフォーム）着工





補助金確定通知（鳥取市より）





お問い合わせ先　　鳥取市役所都市整備部建築指導課


鳥取市尚徳町１１６


TEL　0857－20－3282


　　　　　　　　　　 








